
 

 

33.7％と全体平均より 10 ポ

イント以上高く、来年４月か

らトラックドライバーなど

の残業時間上限規制が始ま

るため、「2024年問題」に向

けた人材確保を進めている

と考えられます。 

◆今後の中途採用活動に 

ついて 

 中途採用活動の課題につ

いての質問では、「求職者の

質が低い」が 36.3％で最も高

く、次いで「入社後、早期退

職してしまう社員が増加し

ている」が 30.3％でした。 

 また、今後の中途採用の意

向について、「積極的」が

53.8％（前年比 0.9ポイント

増）で、「消極的」の 8.1％

を大きく上回りました。特に

経験者採用を積極的に行う

という回答（52.1％）も、未

経験の採用を積極的に行う

という回答（41.6％）を上回

りました。 

 さらに、今後の採用基準に

ついては、「書類選考」「面

接」ともに「厳しくする予定」

と回答した企業が増加しま

した。企業は今後、より良い

人材を厳選して採用してい

く方針であることも感じら

れます。 

 

 

 

「年収の壁」への当面の

対応・支援強化パッケー

ジの詳細が発表されまし

た 

 

 厚生労働省は、労働者が社

会保険料の負担による手取

り収入の減少を避けるため

に就業調整をする、いわゆる

「年収の壁」問題への当面の

対策として、支援強化パッケ

ージの詳細を発表しました。

パッケージは、10月から順次

実施されます。 

◆106万円の壁への対応 

・キャリアアップ助成金のコ

ースの新設 

 短時間労働者を新たに被

保険者とする際に、労働者の

収入を増加させる取組みを

行った事業主は、一定期間助

成（労働者１人当たり最大 50

万円）を受けることができま

す。 

助成対象の取組みには、賃

上げや所定労働時間の延長

のほか、保険料負担に伴う手

取り収入の減少分に相当す

る手当（社会保険適用促進手

当）の支給も含まれます。 

・社会保険適用促進手当の標

準報酬算定除外 

 事業主は、当該労働者に対

し、給与・賞与とは別に「社

会保険適用促進手当」を支給

できます。また、労使双方の

保険料負担を軽減する観点か

ら、社会保険適用促進手当に

ついては、労働者負担分の保

険料相当額を上限として、最

大２年間、標準報酬月額・標

準賞与額の算定に考慮しませ

ん。 

◆130万円の壁への対応 

・事業主の証明による被扶養

者認定の円滑化 

直近の年間収入が、被扶養

者の認定の要件である 130 万

円を超える見込みとなった場

合、過去の課税証明書、給与

明細書、雇用契約書等に加え

て、人手不足による労働時間

延長等に伴う一時的な収入変

動である旨の事業主の証明を

添付することで、直ちに被扶

養者認定を取り消されること

はなく、総合的に将来収入の

見込み額から判断し、迅速な

認定を受けることができま

す。 

◆配偶者手当への対応 

・企業の配偶者手当の見直し

促進 

 令和６年春の賃金見直しに

向けた労使の話し合いの中

で、中小企業においても配偶

者手当の見直しが進むよう、

見直しの手順をフローチャー

トで示す等わかりやすい資料

を作成・公表します。また、

各地域で開催されるセミナー

で説明、中小企業団体等を通

じての周知活動を行います。 

 

◆業種に応じた対策を 

「建設業」としては 48.8

（年平均でも 48 程度）で減

少となっており、中には土木

工事業（造園工事業を除く）

で 44.8 といった業種もあり

ますが、上に挙げた業種はこ

の１年を通して見たときも、

50 を超えることが多いよう

です。 

一口に建設業といっても

業種により特徴があります。

また、この調査結果を見る

と、季節的な繁閑のタイミン

グにも業種の差があるよう

です。 

来年４月１日まで残され

た時間は多くありません。そ

れぞれの業種の特性を踏ま

え、時間外労働対策や時差出

勤、テレワーク、時間年休と

いった取組みを早急に具体

化していく必要があります。 

一方、人材確保のために

は、社内コミュニケーション

を促進するなどの職場環境

の改善も必要です。さまざま

な課題がありますが、一つひ

とつ取り組んでいきましょ

う。 

 

 

 

中途採用は即戦力重視の

傾向が顕著～マイナビ

「中途採用実態調査

（2023 年）」より 

 

株式会社マイナビが、2023

年１～７月に中途採用を行

った企業の人事担当者を対

象（有効回答数 1,600件）に

「中途採用実態調査」を実施

し、その結果を公表しまし

た。 

◆「即戦力の補充」のため、

中途採用を実施 

 まず、直近半年（2023年１

～７月）の正社員の過不足感

について、「余剰」が 27.3％

（前年比 1.9ポイント増）、

「不足」が 43.1％（前年比

0.2ポイント減）となり、人

手不足の状況が変わってい

ないことがわかります。ま

た、役職やスキル別では、「ス

ペシャリスト人材（ＩＴ人材

など）」の不足が最も多く

47.9％でした。 

 中途採用を実施した理由

についての質問では、「即戦

力の補充」が 48.1％で最も多

く、企業は専門的な知識やス

キルを持っている人材を求

めていることがうかがえま

す。なお、運輸・物流業では、

「労働時間短縮への対応」が

建設業の時間外労働の 

傾向 

建設業については、適用が

猶予されていた時間外労働

の上限規制が、来年４月から

開始されます。 

◆時間外労働の傾向に業種

の差 

建設業の時間外労働につ

いては、帝国データバンクの

「建設業の時間外労働に関

する動向調査」（2023 年 8 月

時点）によると、次のように

建設業全体の時間外労働時

間は前年を下回っているも

のの、以下のように業種によ

り増加している実態もみら

れました。 

「建設業」の時間外労働時間

DI（※） 48.8 

 …「はつり・解体工事業」 

54.4 

 …「内装工事業」 52.4 

 …「建築工事業（木造建築

工事業を除く）」 51.8 

 …「鉄骨工事業」 51.6 

※ 時間外労働時間 DI は、前

年同月と比べて時間外労

働時間が「非常に増加し

た」～「非常に減少した」

までの７段階で質問し、算

出した値。DI は 0～100 の

値をとり、50 超が増加、50

未満は減少を表している。 
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